
 京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程を公布する。 

  平成２９年３月３１日 

京都市公営企業管理者   

交通局長 山本 耕治   

京都市交通局管理規程第１８号 

   京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程 

 京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の一部を次のように改正する。 

 第３２条に次の１項を加える。 

２ 前項第６号に定める定期券にあっては，磁気的方法により情報を記録した

定期券（以下「磁気定期券」という。）及び電子的方法により情報を記録した

定期券（以下「ＩＣ定期券」という。）を発売し，同項第７号に定める特定割

引定期券にあっては，磁気定期券を発売する。 

 第３３条第１項を次のように改める。 

 乗車券は，駅において発売する。ただし，定期券及び特定割引定期券（以下

「定期券等」という。）については，自動車部営業所（烏丸営業所及び九条営

業所を除く。）及び定期券発売所において発売する。 

 第３５条第１号中「７日前」を「１４日前」に改め，「ただし，第４８条の規

定により継続発売をする場合は，通用期間の開始日の１４日前から発売する。」 

を削る。 

 第４４条第２項中「市バス・地下鉄通勤定期券申込書（以下「通勤定期券申込

書」という。）」を「定期券購入申込書（以下「定期券購入申込書」という。）」に

改め，同条第３項中「通勤定期券」を「定期券購入」に改め，「１」を削る。 

 第４５条第２項中「必要事項を記入した市バス・地下鉄通学定期券申込書（以

下「通学定期券申込書」という。）」を「定期券購入申込書」に改め，同条第３項

を削る。 

 第４６条第２項中「通勤定期券申込書及び通学定期券申込書を」を「通勤及び

通学に係る定期券購入申込書をそれぞれ」に改める。 

 第４７条第２項中「，通勤定期券」の右に「又は通学定期券」を加え，「通勤

定期券申込書を，通学定期券を購入する場合は各人別の通学定期券申込書」を 

「定期券購入申込書」に，「通勤定期券申込書及び通学定期券申込書を」を「通



勤及び通学に係る定期券購入申込書をそれぞれ」に改める。 

 第４８条中「通用期間の開始日の１４日前から」を「第３５条第１号に定める

発売期間から継続して」に改める。 

 第４９条第１号中「通勤定期券申込書又は通学定期券申込書，もしくはその

両方」を「定期券購入申込書」に改める。 

 第５２条第２項中「通勤定期券申込書」を「定期券購入申込書」に改める。 

 第６２条第２項中「，定期券等」を削り，「定期券等，団体券」を「団体券」

に改める。 

 第７８条第５号を次のように改める。 

  通学定期券又は特定割引通学定期券の種類を表示するもの 

 

第７８条第６号を次のように改める。 

  第４７条第１項の規定による定期券等の一括発売を表示するもの 

 

  



第２号様式を次のように改める。 

 第２号様式（第４４条関係） 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考１ 縦２１．０センチメートル・横１４．８センチメートルとする。 

  ２ 裏面は，無地とする。 

  



第８号様式を次のように改める。 

第８号様式（第７９条関係） 

１ 通勤定期券 

（表 面） 

 

 

 

 

 

 

２ 通学定期券（甲） 

（表 面） 

 

 

 

 

 

 

３ 通学定期券（乙） 

（表 面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 通学定期券（丙） 

（表 面） 

 

 

 

 

 

 

５ 通勤通学定期券（甲） 

（表 面） 

 

 

 

 

 

 

６ 通勤通学定期券（乙） 

（表 面） 

 

 

 

 

 

 

備考 この様式で定める乗車券は，エンコード乗車券とし，裏面に注意事項

を記載する。 

 

  



第９号様式を次のように改める。 

第９号様式（第７９条関係） 

１ 特定割引通勤定期券 

（表 面） 

 

 

 

 

 

 

２ 特定割引通学定期券（甲） 

（表 面） 

 

 

 

 

 

 

３ 特定割引通学定期券（乙） 

（表 面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 特定割引通学定期券（丙） 

（表 面） 

 

 

 

 

 

 

５ 特定割引通勤通学定期券（甲） 

（表 面） 

 

 

 

 

 

 

６ 特定割引通勤通学定期券（乙） 

（表 面） 

 

 

 

 

 

 

備考 この様式で定める乗車券は，エンコード乗車券とし，裏面に注意事項

を記載する。 

   附 則 

 この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

（交通局営業推進室） 
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